
児童虐待防止対策の強化について

Ⅰ．児童相談所運営指針等の改正（平成１９年１月２３日付けで改正）

１ 虐待通告の受付の基本を徹底
・ 虐待に関する情報については、すべて虐待通告として受理し、記録票に留

めた上で緊急受理会議を開催することを徹底する。

２ 安全確認に関する基本ルールを設定
・ 児童相談所の虐待対応において、迅速かつ的確な対応が求められているこ

とから、安全確認を行う時間ルールを設定し、４８時間以内が望ましい旨
を明記する。

・ 市町村においても安全確認を行うことを明確化する。
・ 市町村から児童相談所に対して、立入調査や一時保護の実施に関し、通知

できる仕組みを導入する。

３ 「きょうだい」事例への対応を明確化
、 、 。・ 児童記録票は 世帯単位ではなく 相談を受理した子どもごとに作成する

「 」 、 、・ きょうだい 事例の場合 ハイリスク家庭として対応することを徹底し
虐待の兆候が認められた場合には、危険度が高いことを踏まえ、一時保護
の実施を含めた積極的な対応を検討することを明確化する。あわせて、一
時保護決定に向けてのアセスメントシートを見直す。

４ すべての在宅の虐待事例に関する定期的なフォロー
・ 児童相談所が担当している在宅の虐待事例については、状況の変化等を

フォローするため、すべてのケースについて、定期的に現在の状況を会議
で検討することとする。

５ 関係機関相互における情報共有の徹底（要保護児童対策地域協議会の運営
強化）

・ 児童相談所は、関係機関の関与が必要な事例に関する情報について、市町
村及び要保護児童対策地域協議会への提供を義務づける。

・ 要保護児童対策地域協議会の調整機関が、すべての虐待事例について進行
管理台帳を作成することとし、実務者会議等の場において、定期的に（３
か月に１度程度 、状況確認、主担当機関の確認、援助方針等について、チ）
ェックする仕組みを導入する。

・ 児童相談所と警察署、都道府県児童福祉担当部局と都道府県警察本部のそ
れぞれにおいて連携体制を整備し、相互に情報を交換し、対応する。

・ 児童相談所は、養育支援の必要性が認められる場合には、育児支援家庭訪
問事業の活用について、市町村に対し通知できることを明確化する。



Ⅱ その他の措置

１ 措置解除に関するチェックリストの策定（本年夏を目途）
・ 保護者の改善状況の評価、子どもの意思、児童養護施設等の意見、措置解

除後の援助計画、主担当機関、保護者の遵守事項と不遵守の場合の対応措
置など、措置解除に関するチェックリストを策定する。

２ 転居ケースへの対応強化（本年夏を目途）
・ 住居変更の際の児童相談所の管轄、対応方法などについて明確化を図る。

３ 出産前後の対応強化
・ 母子健康手帳（任意記載様式）に、産後うつ、乳幼児揺さぶられ症候群、

車中放置の危険性について明記する （平成１９年１月２３日付けで、母子。
健康手帳（任意記載様式）の通知を改正）

・ 平成１９年度より実施予定の生後４か月までの全戸訪問事業（こんにちは
赤ちゃん事業）において、リスクアセスメントを実施する。

・ 新生児訪問指導の対象に虐待ケース（ きょうだい」事例を含む）を追加す「
る （平成１９年度より実施予定）。



児童虐待に関する児童相談所と市町村等との連携について
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